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那
覇
市
が
特
定
の
団
体
に
市
有
地
を
無
償
で
貸
与
し
、
久
米
至
聖
廟
託
子
廟
)
の
建
設
を
許
可
し
た
問

題
の
裁
判
は
こ
の
ほ
ど
、
原
告
の
ム
議
テ
ル
さ
ん
の
証
人
尋
問
を
も
っ
て
結
審
し
た
。
孔
子
廟
に
つ
い
て
那
覇

地
裁
は
宗
教
施
設
と
認
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
公
益
性
が
あ
る
も
の
と
判
断
す
る
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な

る
。
判
決
は
日
月
お
日
に
下
さ
れ
る
。

蔀
覇
支
局
・
豊
田
剛

1 1月29日判決那覇市孔子廟訴訟が結審

こ
の
裁
判
は
、
那
車
巾
の
市
有
地

区
設
置
さ
れ
た
久
米
吉
平
聖
廟
の
設
置

許
可
お
よ
び
設
置
に
伴
う
使
用
料
の

免
除
宝
』
愚
錘
舗
と
し
て
、
霊
泉

5
7
6万
円
と
5
年
分
の
使
用
料
の

ま
い
を
当
時
市
長
史
翁
巨
麓
志
知

事
ら
に
求
め
て
い
る
。

孔
子
廟
と
し
て
知
ら
れ
る
久
米
至

聖
廟
は
、
至
聖
門
、

漆

殿

、

啓

語

、

玉

、
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岨

阻

羽

閉
倫
堂
で
構
成
さ
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市
団
司
、

れ
て
お
り
、
市
有
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地
で
あ
る
松
山
公

園
の
一
角
を
占
め
て
い
る
。

原
告
代
理
人
の
徳
永
信
一
弁
護
士

は、

「い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
固

か
ら
特
権
主
吾
、
又
は
政
治
よ
の

権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

規
定
す
る
憲
法
第
別
条
1
項
の
政
教

分
離
の
原
則
に
反
す
る
と
指
摘
。

2
0
1
0年
に
は
、
北
海
道
砂
川

市
が
空
知
太
神
社
に
市
有
地
を
無
償

で
椙
模
し
た
問
題
で
憲
法
の
政
教
分
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の
だ
よ
挙
え
る
。
宮
藤
、
そ
の
行
事

そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
県
民
が
ほ
と

ん
ど
だ
。

被
告
は
ま
た
、
孔
子
廟
は
公
共
性

が
あ
る
も
の
で
、
湯
島
聖
霊
(
墓
京

都
文
京
区
)、
足
型
T

校
門
栃
木
県
足

利
市
)、
多
久
聖
廟
(
佐
賀
県
多
久
市
)

で
も
緯
黛
祭
種
が
行
わ
れ
て
い
る
と

主
張
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
国
の
史
跡
ま

た
は
重
要
文
化
財
。
こ
れ
に
対
し
、

久
米
至
聖
廟
の
管
理
団
体
で
被
告
を

側
面
支
翠
9
る
久
主
宗
聖
会
は
日
年

に
公
益
社
団
法
人
の
申
請
を
取
り
下

「
緯
実
祭
曜
は
宗
教
行
為
」

離
に
反
す
る
と
し
て
震
高
裁
で
違
憲

判
断
が
下
さ
れ
た
判
例
が
基
準
に
な

る
と
言
う
。

裁
判
の
論

点
は
、
孔
子

廟
の
糧
自

な
よ

η
Eこ

ろ
で
あ
る
儒

教
が
宗
教
か

ど
う
か
と
い

う
点
に
あ

る
。
被
告
側

は
、
孔
子
廟

は

「学
問
の

場
」
だ
と
主

張
し
て
い

る
。こ

れ
に
つ

い
て
徳
、
丞
対

護
士
は
、
「キ

リ
ス
ト
教
に

も
学
問
の
側

面
が
あ
る
が

キ
リ
ス
ト
教

が
宗
教
で
は

な
い
と
言
う

久
米
至
聖
廟
に
は
寝
莫
祭
躍
の
実
施
を
予
告
す
る
織
が
並
ぶ
川
M
A

目
、
那
覇
市
の
松
山
公
園

12会長
案けに
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う三般

章夫首

資
橋
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
た
。
久
米
三

士
ハ
姓
と
は
、
明
(
現
在
の
中
国
福
建

省
)
か
ら
沖
縄
に
渡
来
し
た
人
々
ま

た
は
そ
の
子
孫
の
こ
と
を
指
す
。

儒
教
に
詳
し
い
加
地
伸
行
・
大
阪

大
学
名
誉
教
授
は
、

「孔
子
廟
の

ヨ周
』
は
宗
教
以
外
の
何
物
で
も
な

い
。
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
を
記
る
場

所
。
霊
魂
を
呼
立
凶
し
て
お
肥
り
す

る
。
宗
教
で
は
な
い
と
は
言
え
な

い
」
と
指
摘
。
そ
の
上
で
、
韓
集
祭

種
に
つ
い
て
、

「孔
子
を
砲
る
慰
霊

祭
は
完
全
な
宗
教
行
為
で
、
そ
れ
が

単
な
る
学
問
の
場
で
あ
る
は
ず
が
な

い
」
名
刺
判
し
た
。
沖
縄
で
行
わ
れ

た
講
演
会
で
コ
メ
ン
ト
し
た
。

今
年
の
曙
悼
集
祭
穫
は
お
日
午
後
6

時
か
長
付
わ
れ
る
。
孔
子
廟
に
は
行

事
を
告
知
す
る
峨
や
ポ
ス
タ
ー
が
掲

示
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
ま
で
見
ら
れ

な
か
っ
た
光
景
だ
。

り
、
そ
の
起
源
に
塞
高
要
素
が
あ
っ
て
も
、
観
光
等

の
種
目
か
ら
行
政
が
関
与
し
て
も
問
題
が
な
い
と
主
張

す
る
。

私
的
な
宗
教
麗
設
で
あ
る
孔
子
廟
が
公
共
の
場
で
特
緯
集
祭
種
は
、
一
般
の
沖
縄
県
民
に
と
っ
て
全
く
な

権
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
。
入
り
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
エ
イ

口
の

「至
聖
巳
は
、
年
に
1
度
し
か
開
か
れ
な
い
。

サ
ー
や
腿
竜
船
競
漕
(
ハ
l
リ
l
)
の
よ
う
な
世
俗
化

「大
成
樫
は
孔
子
廟
の
本
体
で
、
屋
根
を
白
っ
ぽ
い
し
た
沖
縄
の
習
俗
と
同
一
に
は
語
れ
な
い
。

2
本
の
石
柱
が
支
え
て
い
る
。
こ
れ
が
5
本
爪
の
龍
柱
宗
教
と
は
、
特
定
の
神
様
や
御
霊
に
対
し
、
お
線
香

で
、
旧
大
成
殿
に
は
無
か
っ
た
も
の
だ
。
普
段
は
正
面
を
立
て
た
り
、
ろ
う
そ
く
を
灯
し
た
り
、
お
供
え
物
を

の
賓
館
箱
の
要
員
系
と
恩
わ
れ
る
信
者
た
ち
が
座
す
た
り
し
て
、
お
祈
り
す
る
も
の
。
震

に

、

量

り
込
み
、
手
を
合
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目
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こ

鋼
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参

事
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礼

子

蘭

そ

の

も

の

だ
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孔
子
廟
は
、
今

を
開
掛
け
る
。

も
若
狭
に
あ
る
天
整
期
や
天
妃
宮
な
ど
と
同
じ
く
、
久

長
く
那
覇
市
に
暮
ら
し
て
き
た
私
全
在
民
に
と
っ
米
三
十
六
姓
が
沖
縄
に
持
っ
て
来
た
中
国
の
塞
笠
施
設

て
、
孔
子
廟
は
、
中
国
渡
来
の
久
米
三
士
ハ
姓
の
一
族
で
あ
っ
て
、
一
般
の
沖
縄
県
民
に
は
な
じ
み
の
薄
い
も

が
承
継
し
て
き
た
中
国
の
宗
教
儀
式
主
票
す
る
た
め
の
だ
。

の
施
設
で
あ
り
、
中
国
の
直
轄
地
で
あ
る
こ
と
を
一
ホ
し
孔
子
廟
を
市
民
の
公
園
で
あ
る
松
山
公
園
に
設
置

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
久
米
自
雷
雲
は
、
沖
縄
と
中
し
、
無
償
で
使
用
さ
せ
て
い
る
の
は
、
特
定
の
一
族
か

国
の
懸
け
橋
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
全
く
の
時
代
錯
誤
ら
成
る
私
的
な
団
体
で
あ
る
久
米
崇
聖
会
に
特
段
の
便

だ
。

宣
を
与
え
、
そ
の
宗
教
的
活
動
を
容
易
に
す
る
も
の

久
米
崇
聖
会
は
、
理
悼
集
祭
種
は
沖
縄
の
習
俗
で
あ
だ
。

原
告
・
金
城
テ
ル
さ
ん
の
陳
述
要
旨


